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消費税等率の改定が見送られたことに伴う平成27年度予算編成方針の 

変更等について（通知） 

 

 平成26年11月18日に、政府は、平成27年10月からの消費税等率の改定を見送

る旨発表いたしました。 

 これを受け、本市の平成27年度予算編成方針(平成26年11月7日企画財政部長通

知)の変更等について、次のとおり通知します。 

  

1 編成方針の変更について 

 予算編成方針の「4の(9)のア その他」では、「全般として、平成27年10月から

の消費税率の引き上げを反映した内容で歳入歳出予算を見積もるもの」としておりま

したが、予算要求期間のなかばに消費税等率の改定の見送りが決定されたため、この

編成方針を変更し、「原則として消費税等率は8％で歳入歳出を見積もるもの」とし

ます。 

 これに伴い、平成27年度予算編成要領の「1の(6) 消費税率の取扱い」について

は、その記述を削除します。 

  

2 各部局の経常経費（経常分）の一般財源の要求限度額について 

消費税等率の改定の動向を見極めるため通知を見送っていた、編成方針の「3の(3) 

経費の抑制」及び編成要領の「1の(3) 経常経費の要求について」に基づく、各部局

の経常経費（経常分）の一般財源の要求限度額について、別紙のとおり通知します。 

経常経費（経常分）の予算編成にあたっては、編成方針及び編成要領に定めるとこ

ろにより、各部局の要求額が要求限度額を超えないように要求してください。 

要求限度額は、消費税等率の改定が見送られたため、消費税等率8％を基本として

設定しております。 

なお、部局別経常経費一般財源限度額確認票（様式４－１）を送付いたしますので、

所要事項を入力のうえ、経常経費の予算要求期限までに代表課から提出してください。 

 

3 予算要求期限の延長について 

経常経費（経常分）の一般財源の要求限度額の通知が当初の予定より遅れたことか

ら、11月28日（金）までとしておりました、経常経費の予算要求期限を延長し、政

策経費の予算要求期限と同日の12月5日（金）に変更いたします。 

状況の変化等により種々の予定が変更となり、大変ご迷惑をおかけいたしますが、

期限内の要求について、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

（企画財政部 財政課） 


